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様式第４号（第 11項関係）  

 

   西脇市審議会等の会議の記録  

 

審議会等の名称  第３回西脇市男女共同参画審議会  

開催日時  令和３（ 2021）年 10月 14日（木）  

午前 10時 30分～正午  

開催場所  西脇市茜が丘複合施設 Miraie 多目的ホールＡ  

出 席 委 員 の 名 前 又

は人数  
11人  

欠 席 委 員 の 名 前 又

は人数  
１人  

出席職員の職・名前

又は人数  
６人  

公開・非公開の別  公開  

非公開の理由  ―  

傍聴人の数  ０人  

議題又は協議事項   第３次西脇市男女共同参画基本プラン策定につ

いて  

 

会議の記録（概要）  

発言者   

○  開会  

 

○  委員委嘱  

 

〇  新委員自己紹介  

 

○  会議成立の報告  

委員 11人の出席により会議成立の報告  

 

○   傍聴者について  

傍聴者０人の報告  

 

○  会長あいさつ  
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事 務 局  

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

 

 

事 務 局 

 

 

委 員  

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

 

 

 

 

〇  議事⑴  第３次西脇市男女共同参画基本プラン策定

（ア）基本プラン素案について  

  資料に基づき、事務局から説明  

 

 事務局から説明いただいたが、意見、質問はないか。  

 

 素案 13ページ⑵「アンケート調査結果からみる現状と

課題」として掲載されているグラフの凡例の模様と、グ

ラフ中の実際の模様が異なっており、わかりにくい。  

 

プリンターの影響によるものである。製本時はきちん

と表示する。  

 

素案 77ページの具体的施策の 71「ＤＶ被害者の安全確

保」について、被害者側がなぜ逃げなければいけないの

だろうかと常々思う。加害者への対応を行政が考えるの

は無理なのだろうか。  

 

ＤＶ防止は、ＤＶが起こらない教育をすることが基本

にある。また、ＤＶ対応については、被害者の保護が掲

げられている。ＤＶ被害者の安全確保や自立支援の在り

方として、被害者が逃げることで地域に住めなくなると

いう問題は確かにあるが、現在そこまで介入する仕組み

がない。児童虐待の場合は子どもを一時的に保護しても

家庭での養育が基本にあり、法律で保護者を支援するこ

とになっているため、児童相談所が介入しカウンセリン

グ等の支援を行っている。仕組みがない中、ＤＶはそこ

までの介入が難しく、計画に書けることは啓発や周知、

教育的なことや相談、安全確保、自立支援などに留まる

のが実情である。  

 

素案 10ページの図表５「女性の年齢別就業率」を見る

と、西脇市の女性の就業率は高いが、素案 11ページの図

表７「男女別管理的職業従事者の推移」を見ると、女性

の管理者の割合は全国より少なくなっている。これは、

女性は仕事のサポートはするが、リーダーにはなりにく

いという状況を表しており、この状況を変えていければ

と考える。  
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委 員  

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素案 51ページの基本方針２の施策の基本的方向１「学

校における男女共同参画の推進」について、他市では各

学校に男女共同参画担当の先生を配置していると聞いた

が、西脇市はどうか。  

 

西脇市の小中学校では、各学校内で男女共同参画の中

心になる先生を決めている所もあれば、そうでない所も

あり、学校によって異なっている。  

 

私の学校では、担当の先生を配置するまでもなく、男

女共同参画を前提として運営している。  

また、素案 66 ページの「 53 学校運営等の方針決定の

場における男女共同参画の推進」については、性によっ

て分けることではないので、小学校の場合は能力に適し

た人材を適所に配置している。  

女性管理職が少ないのは学校なのでどうしようもない

面もあるが、学年主任等は性別に関わらず各学年の取り

まとめに誰が一番適任かということで女性がしている場

合も多くある。  

セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、性

の問題等、何か問題が発生した時に相談する部署も設け

ている。  

 

プランの中に「ＬＧＢＴ等」という表記があるが、こ

れについてご意見をいただきたい。  

 

私は高校に勤めていた。素案 66 ページ「 54 男女の偏

りのない児童会・生徒会役員の登用」について、既に会

長職はほぼ女性である。立候補の意思を強く示すのは女

性だ。学校や大学でサークルの長や色々な活動をしてい

るのも女子学生が多い。男子ももっと頑張って欲しいと

思うくらい、女子が活躍している。  

社会に出るとそれが逆転し、学生の時の活躍が生かさ

れなくなるようだ。女性の活躍が少しずつ浸透している

と思うが、一気に改善されている状況ではない。  

また、ＬＧＢＴについて、ＳＯＧＩの話を新聞で読ん

だ。性的指向についても入れられるといいが、私はあま
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会 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

委 員 

 

 

 

 

会 長  

 

り新しい言葉やものに飛びつかずにＬＧＢＴをしっかり

取り上げる中でＳＯＧＩの話があるといいのではないか

と思う。つまり、ここでＳＯＧＩを取り上げるのはどう

なのかと思っている。  

 

学校教育までは男女共同参画が進んでいるが、社会に

出てからどうしていくかという課題がある。  

また、ＬＧＢＴがどちらかというとマイノリティを捉

える表現なのに対し、ＳＯＧＩは自分がどう捉えるかと

いう自認の表現であり、皆に関係するものである。  

わからない言葉を入れると、思考が止まることもある

が、ここにＳＯＧＩを加えることについて皆さんの意見

をお聞かせ願いたい。  

素案 50ページ具体的施策５に「関係機関と連携し、性

の多様性を認識し、ＬＧＢＴ等性的マイノリティに・・

・」ということで「性の多様性」という表現があるので

バランスは取れていると思う。「等」にはＳＯＧＩのニ

ュアンスもあるが、ＬＧＢＴＱとかＬＧＢＴＱプラスと

か色々な表現が出てくるので、どこの段階で入れるのが

いいのか難しいことから「ＬＧＢＴ」でよいのではない

か。また、知らない方は、「ＬＧＢＴ」「等性的」と読

むかもしれない。「ＬＧＢＴ等・性的マイノリティ」と

か、「ＬＧＢＴ等の性的マイノリティ」の表記はどうだ

ろうか。  

「ＬＧＢＴ等の性的マイノリティ」という表現でいか

がか。  

 

＜異議なし＞  

 

「ＬＧＢＴ等の性的マイノリティ」の表現とする。  

 

素案 28ページの「③配偶者・パートナー・や恋人から

の暴力（ＤＶ）等」の「恋人」という表現を「交際相手

」に変えると、大学生等若い人にも馴染みやすいのでは

ないだろうか。  

 

「交際相手」の方が理解しやすい。「恋人」はアンケ

ートに使用した表現なのかもしれない。今後、「恋人」
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事 務 局  

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

事 務 局  

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

 

 

会 長  

 

 

 

委 員  

 

 

 

 

会 長  

を「交際相手」に変えるのは良いと思う。  

 

見直しの漏れがあったり、言葉の意味を知っているだ

ろうと思って、使用している表現があったりするので、

より良い表現の提案は助かる。文章も短くわかりやすく

なるよう、行間を設けるなど工夫している。  

 

素案 53ページの「 17 在住外国人の自立への支援等」

というような取組は他市でも設置されているが、背景を

知らない人が見ると「なぜ男女共同参画で外国人に対す

る取組が必要なのか？」と思う人もいるかもしれない。

「性別に生きづらさを感じている外国人」等の言葉を補

うと、複合的につらい立場にある人への支援という趣旨

が伝わるのではないか。  

 

「性別に生きづらさを感じている外国人」という表現

に変更する。  

 

〇  議事⑴  第３次西脇市男女共同参画基本プラン策定  

（イ）数値目標について  

資料に基づき、事務局から説明。  

 

事務局から説明いただいたが、意見、質問はないか。  

 

指標２「ＬＧＢＴ等性的マイノリティ」の表現を知ら

ない人には「性的少数者」の方がわかりやすいのではな

いか。  

 

 専門用語は慣れ親しむと普通になるが、馴染みのない

人にはどのような表現がいいか、皆さんの意見をうかが

いたい。  

 

ＬＧＢＴ等の性的マイノリティについて、コラム的な

説明があるといいのではないのだろうか。概念は広がっ

ているが、基本的な説明としてＬＧＢＴとは何かを掲載

してはどうだろうか。  

 

コラムがあると啓発もできるのでは。  
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事 務 局  

 

委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

事 務 局  

 

 

会 長  

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 用語説明の他に、コラムの掲載も検討する。  

 

指標 11「市役所における制度が利用可能な男性職員の

①配偶者出産休暇取得割合、②育児参加のための休暇の

取得割合」について、学校では１年間を１つのブロック

として、代替の先生が来られることが多く、休みやすい

環境である。３年間育児休暇を取る女性もいる。  

市役所では、育休の取得は男性の意識の問題なのだろ

うか。育休取得者の代替の制度は整っているのだろうか。

そういうものができれば民間にも広がっていくのではな

いか。  

指標 13「ＤＶの被害を誰にも相談しなかった人の割合

（５年毎）」について、先ほど「相談できなかった」と

説明していたが、どちらだろうか。  

 

市役所では育休取得者の代替の職員はいるのか。  

 

女性職員の場合は復帰時のこと等を相談しながら進め

ている。育休の場合は代替職員がいる。現在、１年間の

休暇を取る男性職員はいないが、少しの間休みを取る職

員はいる。２、３週間の育休に対して代わりの職員が入

ることは今のところない。女性職員が１、２年の休みを

要望する場合は代替職員が入っている。  

 

女性の場合は代替職員が入るということは、男性が１

年間育児休業を取得する場合も入るのか。  

 

詳細は総務課に確認が必要だが、男女の差はないと思

う。  

 

男性の場合も代替職員を入れていただくべきである。

無理をして育休を取ったり、周りに迷惑をかけて取った

りということで男性が育休を取れなくなってしまうと、

女性も取りにくくなる。誰でも育休を取れる状況にして

いくことが大事である。  

 

ＤＶ被害の相談についての質問は、「相談しなかった
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委 員  

 

 

会 長  

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

会 長  

 

 

 

事 務 局  

 

委 員  

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

 

 

委 員  

 

 

人」が正しい表現である。説明時に「できなかった人」

と表現したことを訂正する。「ＤＶの被害を受けたが誰

にも相談しなかった人の割合」である。  

 

 個人的には「できなかった」というニュアンスではな

いかと思う。  

 

本人が相談したいかどうかというニュアンスもあるの

で、したいけどできなかったという場合や、恥ずかしく

てできなかったという場合は「しなかった」という表現

がいいのではないだろうか。アンケート調査では「しな

かった」でもいいが、指標では「できなかった」とする

のはどうか。  

 

「しなかった・できなかった」のように、両方の表記

を含めるのはどうか。  

 

ニュアンスはすごく難しい。しなかった（できなかっ

た）、できなかった（しなかった）のように両方含める

表現でいかがか。  

 

 「しなかった（できなかった）」の表現にする。  

 

指標８「男性の家事・育児参画促進事業の参加人数」

だが、男性向け講座等は意識の高い方でないと参加しな

い。コロナ禍でなかなか開催できていないが、オンライ

ンでの配信は参加人数に含まれるのか。  

パパサークルとしても、オンラインの取組や開催時間

帯等を事務局と検討し、頑張っていきたい。  

 

「オンライン参加」という言葉も入れるほうが、オン

ラインでの取組も活性化されていくだろうし、良い方法

だと思う。オンライン参加を含む人数でお願いしたい。

西脇市で発信したものが全国に広まることもある。  

 

指標６「育児休業を取得したと回答する保護者（①母

親、②父親）の割合」について、増加の割合はこんなに

少ないのだろうか。  
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事 務 局  

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

 

 

 

令和６年度までの子ども・子育て支援事業計画の目標

を引用している。ほぼ目標値に近づいているので、もう

少し上げることも検討する。  

 

子ども・子育て支援事業計画では児童手当の申請時に

アンケートを行っている。児童手当申請は公務員を除く

ので、公務員を含めると育休を取得している保護者の実

際の割合はもっと高いと思う。数値の取り方にも課題が

あるので、今後、検討したいと思う。  

 

子ども・子育て支援事業計画は令和６年度が目標だが、

男女共同参画基本プランは令和８年度が目標であるから

目標値は上げてもいいのではないか。  

結婚を機に仕事を辞める方も多く、一旦仕事を辞めて

落ち着いたら働きたい人もいる。本人がそうしたいなら

いいのではというコメントをよくいただくが、それをそ

のままにすると結局社会は変わらない。  

本人がそれでいいと思う背景には、社会の現状を見て

働くのは大変だと思うから辞めようという考えがある。  

働きやすい現状があれば数字は変わると思うので、男

女共同参画基本プランでは目標値を上げることも一つの

方法である。  

また、指標の対象となる人の年齢や民間会社に勤める

人なのか等、わかりやすく示してもらいたい。  

 

他に意見がなければ、議事⑴第３次西脇市男女共同参

画基本プラン策定について、お諮りする。本日の事務局

案を最終プランとしてよろしいか。賛成の方は、挙手を

お願いする。  

 

＜賛成多数＞  

 

ありがとうございます。関係各所との調整を踏まえて

若干修正することがあるが、会長と事務局に一任いただ

けるか。  

 

＜異議なし＞  
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委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

 

委 員  

 

 

 

委 員  

 

 

 

 

委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局には本日の意見をプラン案に反映いただくよう、

よろしくお願いする。  

本日の議題は以上だが、発言されていない委員から感

想等一言お願いする。  

 

小さい子どもがいて仕事復帰を考えているお母さんの

話だが、 10 月からこども園等の募集がかかり、３歳児ま

での子どもを預けたいと希望する方がいる。パートタイ

ムで働く人は早い時間に終業して子どもを迎えに行ける

が、正職員で復帰した人は終業時間が遅い人もいて、園

は子どもを受け入れづらいそうだ。こども園の先生が少

ないことや、遅くまで園を開けられないので受け入れて

もらえないため、正職員に戻るのが難しく結局パートタ

イムに変わってしまう方が結構いる。女性が仕事を続け

るにあたって、色々考えてもらいたい。  

 

 女性が働くためには状況の整備が大切である。こども

園等大きな施設が難しければファミリーサポートセンター

等の仕組みづくりを進めてもらいたい。  

 

初めてでなかなか議論についていけないが、前の日に

資料を読んで難しく感じていたことが、分かったような

気がした。  

 

男女共同参画を推進する取組がすごく大事だと思う。

男性が育休を取りたくても「男は仕事」という意識が根

底にあるので、周知して変わっていくことが大事だと思

う。  

 

市役所がこういう計画策定の仕事をしていることを初

めて知り、大変な内容だと思った。  

私は女性の起業をサポートしている。女性が仕事を始

め、軌道に乗ってうまくいくと離婚される人が多い。男

性よりも収入が増えてうまくいかなくなったり、女性が

いきいき仕事をすると男性が嫉妬したりというすれ違い

が結構ある。一概には当てはまらないし、男性が女性が

と言うつもりもないが、「女性のための」とか「男性の
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会 長  

 

 

 

 

 

 

委 員  

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

理解が」というような表現をしなくてもいい社会になっ

て欲しい。  

「女性」という捉え方をせずに、一人ひとりが「自分

の大切な人が気持ちよく生きられるか」という捉え方で

男女共同参画を考えられれば、加速度的に進んでいくの

ではないかと思う。  

 

最終的には「男性」「女性」が関係なくなるのが理想

である。今はバックアップが必要だが、皆さんが自分ら

しく幸せに生きる社会をつくる方向へ進んでいきたい。

離婚は良くないという声が出がちであるが、逆に離婚し

ないということは、自分の意志を抑えていたということ

でもあるので、何が幸せかは違う指標になると思う。  

 

指標 13「ＤＶの被害を誰にも相談しなかった人の割合

（５年毎）」について、地域の公民館や回覧板等でそう

いうことを一般的な話として周知してもらいたい。本人

が言えなくても、そういう人がいることを伝えていただ

きたい。  

 

どうすればＤＶの被害を受けている人が相談しやすく

なるか、これからも声をいただきたいと思う。身近なと

ころから取り組んでいくことが大事である。皆さんの本

質的な意見をありがたく思う。  

本日予定していた議事は以上である。  

 

○  その他  

貴重な意見をいただき、感謝申し上げる。  

素案は関係課と最終調整を行い、11 月の庁内会議に提

案する。その後、 12 月にパブリックコメントを実施し、

第４回審議会はパブリックコメント実施後の１月中旬～

下旬頃に開催する。改めて案内文書を送付する。  

議事録はホームページ等で公開予定である。  

 

○  閉会  

 

問合せ先  西脇市都市経営部茜が丘複合施設男女共同参画センター  

TEL 0795-25-2800 ／  FAX 0795-25-2220 

 


